
●香川県公安委員会告示第２号 

 警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）第２条の表６の項に規定す

る交通誘導警備業務で、香川県公安委員会が必要と認めるものを次のとおり定め、令和８年11月１日

から施行する。 

 なお、令和３年香川県公安委員会告示第１号（香川県公安委員会が認める交通誘導警備業務）は、

令和８年10月31日限り廃止する。 

  令和８年５月１日 

                      香川県公安委員会委員長  上  枝   康 

 次に掲げる路線において行う交通誘導警備業務（(１)から(７)までに掲げる路線については、香川

県の区域内で行うものに限る。） 

 (１) 一般国道11号 

 (２) 一般国道32号 

 (３) 一般国道1 9 3号 

 (４) 一般国道3 1 9号 

 (５) 一般国道3 7 7号 

 (６) 一般国道4 3 6号 

 (７) 一般国道4 3 8号 

 (８) 主要地方道志度山川線（県道３号） 

 (９) 主要地方道高松長尾大内線（県道10号） 

 (10) 主要地方道三木国分寺線（県道12号） 

 (11) 主要地方道三木綾川線（県道13号） 

 (12) 主要地方道善通寺府中線（県道18号） 

 (13) 主要地方道丸亀詫間豊浜線（県道21号） 

 (14) 主要地方道善通寺綾歌線（県道22号） 

 (15) 主要地方道善通寺大野原線（県道24号） 

 (16) 主要地方道高松善通寺線（県道33号） 

 (17) 主要地方道長尾丸亀線（県道46号） 

 (18) 一般県道高松坂出線（県道1 6 1号） 

 (19) 一般県道川東高松線（県道1 7 2号） 

 (20) 一般県道大屋冨築港宇多津線（県道1 8 6号） 

 (21) 一般県道川津丸亀線（県道1 9 3号） 

 (22) 一般県道多度津丸亀線（県道2 0 5号） 

 (23) 一般県道高松琴平線（県道2 8 2号） 


